
農業安全衛生条約・勧告採択

第８９回 ILO総会閉幕
６月５日から２１日まで、第８９回 ILO総会がジュネーブで開催された。今総会で

は、来２００２!０３年度予算実質ゼロ成長の総額４億３，４０４万ドルの決定、第２回グロ
ーバル・レポートの審議（強制労働）、ミャンマーへのハイレベル調査団派遣の決

定、農業における安全衛生に関する条約・勧告の採択などの成果をあげて閉幕した。

（写真は ILO総会議場）

今総会は、１５９カ国が参加し、委任状

委員会に登録された政労使代表・顧問そ

の他の総数は約３，６６０名であった。日本

の代表団は総勢３３名、ビジティング・ミ

ニスターとして、渡邊信厚生労働審議官

が出席した。ソマビア ILO 事務局長は、

閉会挨拶で、女性の参加率が低下した（本

年２０．０９％、昨年２１．５％）と注意を喚起

し、男女平等参加の重要性を訴えた。議

長には、パトリシア・サント・トーマ

ス・フィリピン労働雇用長官、副議長に

はアルトゥール・ジョン・ドナト・ブラ

ジル全国産業連盟副会長（使用者側）、

ジャン＝クロード・パロ・カナダ労組会

議執行副会長（労働者側）、セシリア・

バナーマン・ガーナ労働力開発・雇用大

臣（政府側）が選出された。

トーマス議長は、グローバル化を「新

千年紀のマントラ」と呼び、「新たな参

加者がキャッチアップできるよう、グロ

ーバル化においてもゴルフのようにハン

ディキャップを与えるシステムが必要」

と訴えた。

□アラブ被占領地域

６月１４日には、アラブ被占領地域にお

ける労働者の状態についての特別会合が

開催され、人道危機とも呼べる同地域の

状況悪化の深刻さが浮き彫りにされた。

事務局長が準備した報告書は、イスラエ

ルの経済損失も相当なものであるが、安

全面と境界封鎖の影響で数千人ものパレ

スチナ人が仕事に行くことさえできず、

GDPの５０％が失われ、西岸住民の半数

以上、ガザ地区住民の８割が貧困に苦し

んでいるとする。

特別会合では、関係労使に対する技術

協力の増加、労働者とその家族の日常生

活の改善に向けた実際的な措置に焦点を

当てた対話の再開を求める発言が相次い

だ。

□児童労働撤廃期限付プログラム（TBP）

の開始

６月１２日の本会議で、最悪の形態の児

童労働撤廃目標期限付プログラムに関す

るハイレベル特別会合がもたれ、タンザ

ニア、ネパール及びエルサルバドルでの

同プログラム開始が発表された。この

TBPは今後、最悪の形態の児童労働条

約（第１８２号）実施の主要手段として、

児童労働撲滅国際計画（IPEC）が行う

こととなる。

特別会合に出席したムカパ・タンザニ

ア大統領は、その演説の中で、「児童労

働は我々のごくありふれた人間性の否定

である」として、貧困による児童労働、

経済改革、エイズの耐えがたい影響など

を指摘した。ソマビア事務局長は、６月

１２日を児童労働に反対する世界デーとす

ることを呼びかけた。

TBP参加国は、プログラムの枠内で、

（２面へ続く）
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〈本号の主な内容〉
!児童労働シンポジウム（東京・９月７
日）開催のお知らせ ………………３面
!日本政府 ILO憲章改正文書受諾・最
悪の形態の児童労働条約批准 ……４面
!危機対応・再建国際重点計画部長来日講演報告…５面
!HIV／エイズと労働の世界 ………５面
!論文紹介：ジェンダー、女性、その他全て…６面
!第１３回アジア地域会議事務局長報告…７面
!ILO インターンシップ制度 ……８面

（ILOの現勢は３面に掲載）
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（１面から）

最悪の形態の児童労働を１０年またはそれ

以内になくすための活動を強化する。参

加３カ国は各国毎に、ゴミ拾い、荷物運

搬、鉱山、家事労働、債務奴隷、商業的

農業、漁業、商業的性搾取、人身売買と

いった優先分野を定め、そこから子ども

を保護するための活動を進める。

□ディーセント・ワーク実際化への審議

ソマビア事務局長の報告「ディーセン

ト・ワーク（価値ある労働）の欠損を減

らすこと」、すなわち、ディーセント・

ワークの現実化、そのためのアクション

について政労使の意見が表明された。ソ

マビア事務局長は、ILO の目標である

「ディーセント・ワーク」を理念でなく、

現実化する必要を力説し、各国の開発戦

略に組み込まれるべく、政、労、使の努

力を促した。議論は、国内レベルでの政

策問題ばかりでなく国際レベルでの開発

戦略にも及んだ。知識ベースの構築、社

会分野での民間イニシアチブ、国際組織

やNGOを含むパートナーシップなど

について活発な意見が表明された。

また、多くの出席者がグローバル化の

社会的側面に取り組む必要性を指摘した。

なお、この点に関して、総会会期中に開

かれたグローバル化の社会的側面に関す

る理事会作業部会に、同作業部会の活動

に関する事務局長からの新提案が提出さ

れ、特定の問題をより深く吟味すること、

作業部会を常設的な意見交換と対話の場

とすること、事務局長の責任でグローバ

ル化の社会的側面に関する権威ある報告

書を作成することといった主要ポイント

について概ね合意がみられた。深く掘り

下げる最初のテーマとして、貿易自由化

と雇用の問題を１１月の作業部会で検討す

ることとなった。事務局長報告の作成方

法に関しても、事務局案が１１月に検討さ

れる。

□グローバル・レポート第２回審議

強制労働の廃止に向けて、かなりの規

模の技術協力が必要との指摘が多くあり、

労働側からは、強制労働廃止の国際プロ

グラム設置が提案された。昨年に引き続

き、審議が一方的な意見表明ではなく、

対話式の議論によるべきとの指摘が労使

双方からなされ、事務局長も来年の審議

方法改革につき協議する旨表明した。

□２００２!０３年度予算及び分担率決定

第２議題の予算・財政関連では、!
２００２!０３年度予算総額４億３，４０４万ドル
（５００万ドル増の実質ゼロ成長）、"分担
率の各国比率（日本は今年の２０．２６％が

１９．３６９％へ低下）が、賛成４３９、反対な

し、棄権７（日本は政労使とも賛成）で

決定された。今期予算から初めて予算に

係る成果目標が明示された。

□基準適用―ミャンマーの強制労働特別

会合

基準適用委員会では、ミャンマーの強

制労働に関する特別会合が開かれ、ハイ

レベル・ミッションの派遣が決定された。

出席者の多くから、ミッションがミャン

マーでコンタクトする人々の安全確保、

メンバー選定における事務局長の完全な

自由裁量の確保、ミッションの行動の自

由の確保などが表明された。ミッション

の報告は１１月の理事会に提出される。

第３議題「条約・勧告の適用に関する

情報と報告」の一般討議においては、例

年の条約勧告適用専門家委員会の一般報

告とあわせ女性の夜間労働に関する総合

調査報告について審議された。母性に配

慮し、女性を特別に保護する規定を含み

ながら、夜業における男女双方の保護を

定める夜業条約（第１７１号）の批准促進

が求められた。

総会本会議における ILO の基準適用

監視システム近代化のための審議に対す

る幅広い支持がみられた。更に今年詳細

に検討することが昨年の総会で決められ

ていた民間刑務所の作業条件についての

一般審議が引き続き行われ、中核的条約

のひとつである強制労働条約（第２９号）

は、民間刑務所労働を禁止するものでは

ないが、それが強制労働とならないこと

を確保する条件と監視システムを備える

よう求めるものであるとし、この原則が

あらゆる状況で正しく完全に適用される

ことが極めて重要と指摘された。

個別審査については、２６案件が取り上

げられた（審議できたのは政府代表が欠

席したアフガニスタンを除く２５件）。日

本案件も、結社の自由・団結権保護条約

（第８７号）に関連し、!消防職員の団結
権の問題、"医療労働者の争議権問題、
#公務員改革に関しての労使協議が取り
上げられ、#に関し、議長集約で労使対
話への期待が表明された。

深刻な状況を特記するスペシャル・パ

ラグラフには、第８７号条約に関わり、ベ

ラルーシ、コロンビア、エチオピア、ミ

ャンマー、ベネズエラの案件が、第２９号

条約に関連し、スーダンの案件が記載さ

れた。

更に、同一報酬条約（第１００号）採択

５０周年が祝われた。

□農業における安全衛生

第４議題では、第２次討議が行われ、

農業の安全衛生に関する条約（第１８４号）

と勧告（第１９２号）が、条約については

賛成４０２、反対２、棄権４１、勧告は賛成

４１８、反対なし、棄権３３（日本は政労使

とも条約・勧告共に賛成）で採択された。

条約と勧告は、鉱業及び建設業と並び３

大危険産業といわれる農業の安全衛生を

扱う初の包括的な国際基準として、国内

政策開発の際の全般的な枠組みを定める。

条約は批准国に対し、農作業場の適切

な監督システムを導入し、適切な手段で

実施するよう求める。使用者による労働

者の安全衛生確保義務、農業労働者の安

全衛生事項に関する情報と協議を受ける

権利も定める。適切なリスク評価とリス

ク・マネジメントの手段、機械の安全と

人間工学に関する予防・防護措置、材料

の運搬と取り扱い、化学物質の管理、動

物の扱い、農業施設の建造と保全といっ

た内容が取り上げられる。若年者と児童

労働、臨時・季節労働者、女性労働者、

傷病保険、福祉・居住施設に関する規定

も含む。

条約適用に関し、自給自足農業、農業

関連産業、林業、そして政府及び労使団

体の三者協議で決定される一部の事業体

及び特定の種類の労働者の除外が可能で

あるが、労働者保護は、自営農民も含め

全労働者をカバーするという原則につい

ては、委員会からの支持が得られた。

条約を補足する勧告は、条約の提供す

る保護を漸進的に自営農民にも拡張する

よう規定する。さらに、農業の安全衛生

に関する国内政策を実施する方法のガイ

ドラインとして用いられる具体的な規定

を盛り込む。

□協同組合の振興

第５議題では、協同組合の振興に関す

る新しい国際労働基準の採択に向けた第

１次討議が行われ、来年の総会で勧告の

採択をめざし、第２次討議が行われるこ

（３面へ続く）
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ジュネーブ
便り

ととなった（討議資料の概要は本誌昨年

９月号参照）。

世界全体で協同組合の組合員数は８億

人、就業者数は１億人に達する。収益性

のニーズと地域社会のより広い利益とを

調和させることができる点で、経済社会

開発の推進において協同組合は重要な役

割を演じる。本委員会の作業は、ディー

セント・ワークの課題に向けた政策統合

の明確な一例であり、議論ではディーセ

ントな仕事の創出及び貧困削減への協同

組合の大きなポテンシャルが強調された。

本問題の審議は、１９６６年の協同組合（発

展途上国）勧告（第１２６号）以来であっ

たが、来年の審議へ向けた十分な準備作

業が行われたと評価できる。

□社会保障

第６議題「社会保障」では、極めて多

くの論点があり、種々の問題を含むもの

であったため、事前に議論に向けて周到

な準備がなされた結果、主要な問題及び

優先課題に関して迅速な合意が図られる

という好結果を生んだ。特に、!社会保
障未適用者への適用拡大を最も優先度の

高い政策イニシアチブとすること、"社
会保障は生産性を向上させ、経済発展を

支持すること、#人口の高齢化から生ず
る社会保障負担につき、雇用率上昇を通

じた解決を図ること、$ソーシャル・パ
ートナーの力強い役割などで合意が達成

された。しかし、将来の労働基準設定に

関しての勧告は出されなかった。

ILO の社会保障関連活動については、

ILO の基準、ディーセント・ワーク目

標及びフィラデルフィア宣言を基礎とす

べきことが謳われ、将来の調査対象、技

術協力の焦点となる分野が提案され、社

会保障拡大キャンペーン及び社会保障を

より高い優先分野とするよう政府に働き

かけることなどが提唱された。

（２面から）

国境を越える毎日 ILO 本部財務局
松尾 嘉之

ジュネーブに着任してから、フランス側の我が家を構え、毎

日２回車で国境通過をしている。オフィスまでは６キロしかな

いのだが、その間にはEU加盟国フランスと非加盟国スイス

との国境がある。着任当初は、国境通過時にパスポートを用意

したり、フランス側まで乗り入れているジュネーブのバスに乗

ったままで国境を通過しても通常はパスポートのチェックがな

い、という事実に驚いたりしていた。

通過許可のサインも担当官によってかなり異なる。右手で「通

っていい」と合図を出してくれる人もいれば、腕を組んだまま

でうなずくだけの人、じっと運転手を見つめたままで何も合図

をしない人、同僚と話し込んでいて時々通る車の方を見るだけ

の人もいる。車は徐行しているものの、一時停止させることも

なく、ナンバープレートや乗車している人の顔、などから瞬時

に入国審査を行い、入国許可を出すのであるから、なんとも大

した審査能力（効率？）である。場所と時間によっては国境に

誰もいないこともあり、高速道路の料金所通過よりも早い。空

港ではパスポートコントロールのあとにさらに税関がある事を

考えるとかなり簡素な審査である。もっとも、毎日通過する地

元の車の数もおそらく何千、何万台にもなり、１台ずつ細かく

チェックする余裕・必要もなく、また、ナンバープレートから

地元の車か国際機関勤務者の車であることも簡単にわかる。

時々、抜き打ち検査的に車のトランクを開けさせているのを

見かけることがある。昨年、強行突破しようとした犯罪者の車

に国境警備官が轢き殺されるという事件があった直後は、マシ

ンガンを抱えて仁王立ちになっているスイス側の国境警備官も

いた。このような光景を見ると、やはり国境を越えているんだ

という実感が湧く。

何回も通るので３歳の息子も国境というものを知っているが、

当然まだその意味はわかっていない。スイスのEU加盟は国

民投票で否決されたが、この子が物心付くころには、現在の国

境ははたしてそのままの形で残っているのだろうか？

ILO第１８２号条約批准記念シンポジウムのお知らせ
ILO 東京支局は、外務省と共催で、日本が本年６月１８日に「最悪の形態の児童労働の禁止及び撤廃の

ための即時の行動に関する条約（第１８２号）」を批准したことを記念して、シンポジウムを開催します。児

童労働問題に関するさまざまな取り組みについてNGOを含む関係者からご報告いただくとともに、今

後の課題についても話し合います。是非ご来場下さい。（入場無料）

世界から、日本から、児童労働をなくそう ―みんなで話し合い、行動しよう―

日時：２００１年９月７日&午後１時３０分～５時３０分
場所：国連大学本部ビル３階ウ・タント国際会

議場（渋谷区神宮前５―５３―７０、青山学

院大学正門向かい、JR渋谷駅・地下鉄

表参道駅より徒歩７分）

主催：ILO 東京支局、外務省

後援：厚生労働省、法務省、文部科学省、%日
本 ILO 協会、連合

参加ご希望の方は、電話（０３―５４６７―２７０１）、

FAX（５４６７―２７００）または E-mail（ilotokyo@

mx5.nisiq.net）にて、氏名・連絡先を明記の

上、お申し込み下さい。詳細は ILO 東京支局

まで。

・ ・ ・ ・ ・

児童労働に関する展示も開催します
（入場自由）

期間：２００１年９月４～１３日（土日休）

会場：国連大学本部ビル１・２階UN ギャラリー

時間：午前１０時～午後５時３０分

プログラム
◇第１部：ILO第１８２号条約について

ILO 児童労働ビデオ上映!解説：第１８２号条
約!パネルディスカッション「条約の意義と
日本の人権意識」

◇第２部：児童労働をなくすための活動

特別講演「児童労働に反対するグローバルマ

ーチ」!報告「児童労働をなくすための ILO
の活動」、「フィリピンの観光産業における児

童労働廃止活動」、「タイの山岳民族児童への

就学支援活動」、「インドの児童労働者問題へ

の関心と学校内外での組織作り」、「日本国内

における啓発活動と開発教育」!メッセージ
「第２回子どもの商業的性的搾取に反対する

世界会議にむけて」

◇第３部：私たちの身近にある最悪の形態の児

童労働

パネルディスカッション

ILO の現勢
（２００１年７月１日現在）

加 盟 国 数 ………………１７５

条 約 の 数 ………………１８４
（うち撤回５）

勧 告 の 数 ………………１９２

加盟国の平均批准数 ……………４０

OECD諸国の平均批准数 ………６７

日本の批准条約数 ………………４５
! ! ! !

No.４９３ I L O ジ ャ ー ナ ル ２００１年８月号 （３）



日本政府
６月１８日 １９９７年 ILO憲章改正文書受諾

最悪の形態の児童労働条約（第１８２号）批准
去る６月１８日、日本政府は、１９９７年に

採択された国際労働機関（ILO）憲章の

改正に関する文書の受諾書及び１９９９年に

採択された最悪の形態の児童労働の禁止

及び撤廃のための即時の行動に関する条

約（第１８２号）の批准書をジュネーブで

ソマビア ILO 事務局長に直接手渡し、

正式に受理された。

◇憲章改正文書

１９９７年の憲章改正文書は、ILO 条約

の廃止手続きを初めて定める。これは、

憲章第１９条９として、「国際労働機関の

総会において採択された条約がその目的

を失ったこと又はこの機関の目的の達成

に当たりもはや有益な貢献をしていない

ことが明らかである場合には、総会は、

理事会の提案に基づき、出席代表の投票

の３分の２の多数によって当該条約を廃

止することができる。」との規定を追加

するものである。

改正文書は１０主要産業国（日本、米国、

英国、フランス、ドイツ、イタリア、ロ

シア、中国、インド、ブラジル）中の５

カ国を含む全加盟国（１７５カ国）の３分

の２（１１７カ国）によって批准または受

諾されることによって効力を発生する。

２００１年７月１日現在、批准または受諾国

は５主要産業国（中国、インド、イタリ

ア、日本、英国）を含む６５カ国であり、

まだ発効には至っていない。

◇最悪の形態の児童労働条約

１９９９年の ILO 総会において、全会一

致で採択されたこの条約は、１８歳未満の

子どもが最悪の形態の児童労働に従事し

ないよう即時に効果的な措置を取ること

を定めるものである。

最悪の形態の児童労働とは、!子ども
の売買・取引、債務奴隷・農奴、武力紛

争において使用するための子どもの強制

的な徴集を含む強制労働等のあらゆる形

態の奴隷制度またはこれに類する慣行、

"売春、ポルノの製造またはわいせつな
演技のために子どもを使用・斡旋・提供

すること、#不正な活動、特に関連する
国際条約に定義された薬物の生産及び取

引のために子どもを使用・斡旋・提供す

ること、$子どもの健康、安全、道徳を
害するおそれのある性質を有する業務ま

たはそのようなおそれのある状況下で行

われる業務と定義される（条約第３条）。

$の業務の種類は、関係のある労使団体
と協議した上で、関連の国際基準、特に

同時に採択された最悪の形態の児童労働

勧告（第１９０号）の規定を考慮し、国内

法令によってまたは権限のある機関が決

定する。権限のある機関は、このように

して決定された種類の業務がどこに存在

するかを特定する。決定された業務の種

類は、関係のある労使団体と協議の上、

定期的に検討し、必要に応じて改正する

こととする（第４条）。

批准国は、緊急に処理を要する事項と

して、最悪の形態の児童労働の禁止及び

撤廃を確保する即時のかつ効果的な措置

をとるものとする（第１条）。これには、

労使団体と協議した上で、条約を実施す

るための規定の実施を監視する適当な仕

組みを設置または指定すること（第５条）、

関係する政府機関、労使団体と協議の上、

適当な場合には他の関係集団の意見を考

慮に入れて、最悪の形態の児童労働を優

先的に撤廃するための行動計画を作成し、

実施すること（第６条）、この条約を実

施するための規定の効果的な実施を確保

するため、刑罰または適当な場合には他

の制裁を定め、適用することを含み、全

ての必要な措置をとること（第７条１）、

児童労働の撤廃における教育の重要性を

考慮に入れて、!子どもが最悪の形態の
児童労働に従事することを防止すること、

"子どもを最悪の形態の児童労働から引
き離し、リハビリ及び社会統合のための

必要かつ適当な直接の援助を提供するこ

と、#最悪の形態の児童労働から引き離
される全ての子どものため、無償の基礎

教育及び可能かつ適当な場合には職業訓

練の機会を確保すること、$特別な危険
にさらされている子どもを特定し、援助

を与えること、%女の子の特別の事情を
考慮することといったことのための効果

的な措置を、定められた期限までにとる

こと（第７条２）、この条約を実施する

ための規定の実施について責任を負う権

限のある機関を指定すること（第７条３）、

この条約を実施するに当たり、社会的及

び経済的な発展、貧困の撲滅計画、普遍

的な教育のための支援を含む国際的な協

力または援助の強化を通じて、相互に援

助を行うための適当な措置をとること

（第８条）が含まれる。

第１９０号勧告は第１８２号条約を補足し、

行動計画の目標、危険な労働を決定する

際に考慮すべき事項を含み、条約を実施

する際の具体的な指針を示す。

労働の基本的原則・権利に関わる基本

条約のひとつに数えられる第１８２号条約

は、ILO 史上最も速いペースで批准が

進んでおり、日本は８３カ国目の批准国と

なった。この条約の日本における発効は、

批准１年後の来年６月１８日である。

児童労働問題に対する世界的関心が高

まっている中、最悪の形態の児童労働の

撤廃に向けた国際的な取り組みを推進す

るとの見地から、日本は昨年の最低年齢

条約（第１３８号）に続き、この条約を批

准することとした。日本が批准する ILO

の条約はこれで４５になった。

◇児童労働撲滅国際計画（IPEC）

児童労働を漸進的になくすための

ILO の活動に、IPECという技術協力計

画がある。これは児童労働問題に対処す

る各国の努力を支援し、世界的な運動を

形成することを目的とする。１９９２年にド

イツ政府の資金協力で始まった IPECは、

現在、日本国政府、連合等２６の国・団体

から資金協力を得、７０を超える国で活動

を行っている。

IPECは、児童債務奴隷、危険な労働

条件下で働く子ども、危険な業務に従事

する子ども、１２歳以下の幼い子どもや女

の子といった特に弱い子どもを優先的な

取り組み対象とし、政労使、NGO、そ

の他関係者と協力し、児童労働の防止、

危険な仕事から子どもを引き離し、代案

を提供すること、児童労働撲滅の経過措

置として労働条件を改善することといっ

た多彩な活動に支援を提供する。

第１８２号条約実施に向けた大きな一歩

として、今年の総会では、まず、タンザ

ニア、ネパール、エルサルバドルの３カ

国で、１０年またはそれ以内に児童労働を

撤廃するプログラムを開始することが発

表された。

（４） No.４９３ I L O ジ ャ ー ナ ル ２００１年８月号



危機対応・再建国際重点計画部長来日講演
去る７月２日、ILO 本部のユージニ

ア・ダーテ＝バー危機対応・再建国際重

点計画部長（ガーナ出身）が、東京の国

連大学にて、武力紛争や自然災害などの

危機的状況が雇用に与える影響を軽減し、

被害にあった人々・地域の再建と持続的

な発展を支援するために ILO が果たす

べき役割について講演した。ダーテ＝バ

ー部長は、６月２７～２９日に京都で開催さ

れた紛争予防・紛争後復興支援（CPR）

ネットワーク会合に出席する目的で来日

していた。講演の内容を紹介する。

今日、世界では武力紛争、自然災害、

金融・経済危機あるいは社会・政治的変

動の影響により、社会経済システムが大

きな打撃を受けた地域が多数ある。これ

らの地域では、雇用機会や所得が失われ、

貧困が拡大し、諸制度、労働市場及び社

会的保護システムが弱体化し、ディーセ

ント・ワークが脅かされている。このよ

うな危機的状況に際し、ILO が蓄積し

てきた社会経済分野の専門知識と経験を

結集し、影響を受けた人々へ迅速な支援

を提供するため、１９９９年１０月、危機対応・

再建国際重点計画が創設された。ILO

はこの計画を通じ、ILO 内部における

危機に即応できる柔軟性の促進、国連機

関など他の国際機関、地域組織あるいは

国内機関との協力体制の強化を図る。活

動内容は、!調査研究とマニュアル、ガ
イドライン等の作成、"ILO 内部及び
加盟国政労使の危機対応能力強化、#啓
発活動と資金調達、$労働集約的再建事
業や訓練・再訓練、地域経済再生事業を

含む国別事業計画の策定と実施など、多

岐にわたる。

具体的な活動事例を挙げると、例えば

コソボでは、国際移住機関（IOM）そ

の他の機関と協力し、コソボ解放軍

（KLA）帰還兵士の社会再統合に向け

た支援事業を実施したほか、訓練・再訓

練、小企業開発等数多くの事業が計画さ

れている。東ティモールでは国連東ティ

モール暫定統治機構（UNTAET）の要

請を受け、訓練・再訓練、労働集約的再

建事業等を含む緊急雇用技能訓練再建促

進計画が策定された。洪水の被害をうけ

たモザンビークでは、雇用に配慮した復

興計画が策定・実施されている。モザン

ビークでの活動はイタリア政府、東ティ

モールでの活動はポルトガル政府から資

金援助を得ている。

ダーテ＝バー部長は、紛争や天災など

の危機に際し実施されている緊急人道支

援に持続的な開発効果をもたせるために

は、雇用の視点を復興計画の初期の段階

から組み入れることが不可欠であり、

ILO が復興計画の策定の当初から加わ

ることの重要性を強調すると共に、援助

国の理解と支援が必要と訴えた。

参加者からは、危機に対して迅速に対

応するための組織作り、他の援助機関と

競合しがちな緊急支援での ILO の役割、

NGOとの協力関係等について質問が相

次ぎ、活気のある講演会となった。

HIV!エイズと労働の世界
国連エイズ特別総会で実施基準を発表

全世界で３，６００万人に及ぶエイズウイ

ルス（HIV）感染者中、１５～４９歳の労働

力人口は２，３００万人以上と ILO は推計す

る。感染者の過半数、約１，７５０万人がア

フリカに住むが、ILO の予測では、成

人の１割以上がHIV に感染しているサ

ハラ以南アフリカ８カ国（ボツワナ、ケ

ニア、マラウイ、モザンビーク、ナミビ

ア、南アフリカ、ウガンダ、ジンバブエ）

では、２０２０年にはエイズの影響がなかっ

た場合に比べ労働力人口が１～２割減少

する。

エイズの影響は労働力人口の損失に留

まらない。エイズを理由に職場で差別を

受ける、稼ぎ手を失い女性や子供の生活

が困窮し、働く子供が増加する、エイズ

を患う家族の介護の負担が女性の境遇を

悪化させる、教育・訓練・経験が十分で

ない若者や子供が早くから働き始めるこ

とで労働力の質が低下する、保健医療費、

訓練費などのコストが増大し、企業収益

が低下するなど、その影響は社会経済全

般に及ぶ。

□ILOの活動

エイズは健康上の問題であるのみなら

ず、国の社会経済の発展にとり破壊的な

打撃をもたらすとの認識から、ILO で

は「社会的ワクチン」を提供すべく、雇

用・労働問題に焦点をあて、政労使の協

力のもと、予防及び保護のための活動を

行っている。２０００年６月の ILO 総会で

HIV!エイズ・ハイレベル特別会合を開
き、HIV!エイズへの取り組みに関する
決議を採択すると共に、国連エイズ合同

計画（UNAIDS）と協力枠組み協定を

締結した。そして、同分野での活動を強

化するため、社会的保護総局の一部門と

して、「HIV!エイズと労働の世界計画」

を設けた。

同計画は次の３つの目標に取り組んで

いる。!エイズ問題を抱える男女の職場
における基本的権利の保護、"エイズ差
別等に対処する法的枠組みの整備に向け

た支援、#企業・使用者団体及び労働者
団体を通じたエイズに関する情報・教育

の提供と意識向上、予防の促進。

□実施基準の作成

今年５月には、政労使を代表する専門

家がジュネーブで９日間にわたる討議を

重ね、職場におけるエイズ問題への対応

に関する初の国際的ガイドラインとして、

「HIV!エイズと労働の世界に関する
ILO 実施基準」を作成した。

この実施基準は、エイズが職場の問題

であるとの前提に立って、政府、経営者

（団体）及び労働者（団体）の責任と権

利を明記し、エイズ問題を抱える労働者

の権利保護のためにとるべき行動を示し

ている。差別等の廃絶、男女平等、安全

で健康的な労働環境の確保、職場からの

排除を目的とした検査の禁止、個人の秘

密保持、エイズを理由とした解雇の禁止、

予防のための情報提供、教育その他の活

動、HIV 感染者またはHIV の影響を受

けて働く者へのケアとサポートといった

原則を盛り込むと同時に、具体的な実践

方法を提示している。

去る６月にニューヨークで開催された

国連エイズ特別総会には、ソマビア ILO

事務局長が出席し、「職場におけるHIV

!エイズ政策に関する最も広範で包括的
な青写真」としてこの基準を発表し、注

目を集めた。

さらに詳しい情報は、ILO ウェブサ

イト（http://www.ilo.org/aids）で ご

覧になれます。

No.４９３ I L O ジ ャ ー ナ ル ２００１年８月号 （５）



論文紹介

ジェンダー、女性、その他全て（第１部）
ILO の季刊誌「インターナショナル・レイバー・レビュー」誌２０００年４号と２００１

年１号に、「展望」として、フェミニズムやジェンダー研究における議論と調査研

究における最近の動向が２回に分けてまとめられている。第１部では、背景として

２０世紀以降のフェミニズム思想の主な発展が概観される。以下ではその中で特に、

開発におけるジェンダーの考え方の変化を紹介する。

男女平等の実現に向けた一方的な政策

は、男性を排除するばかりでなく、周囲

の幅広い制度的条件を無視しているため

に限界があると多くのフェミニズム研究

者が考え始めている。こうした政策の弊

害として、女性が仕事と家庭を両立させ

ることの難しさ、男性からの反動、男性

の労働市場での地位が低下することで達

成される「否定的平等」などが指摘され

ている。

先進国では、２０世紀後半に男女の経済

格差が飛躍的に縮小してきたにも関わら

ず、こうした変化の推進者である女性た

ちも、手にした機会と自由をより広い社

会や経済、政治や人間関係の文脈の中で

考え、経験した時に、ある種のジレンマ

に直面せざるを得ない。

今日の社会と経済は、男女間の存在領

域の分離の上に築かれている。しかし、

女性が家庭という私的領域から仕事や政

治などの公的領域に踏み出しているのに

対し、男性の逆方向への動きはそれほど

ではない。

このいびつな変化の原因と結果は、労

働市場の不平等、女性の有償雇用と家族

的責任を中心に、数多くの研究にまとめ

られており、そこで明らかにされた原因

に対処する政策は、今後も長く実施され

る必要があるだろう。しかし、従来の概

念や議論の進め方は、特に政策レベルで

は目的に反する恐れがある。それは、型

にはまったジェンダーの構成概念に則っ

て議論が行われているばかりか、場合に

よっては実生活における男女間の緊張ま

で悪化させるからである。さらにこうし

た議論が、男女の関心が明確に分かれて

いることを示唆する、あるいはその証拠

であると受け取られる傾向がある。男女

が分離して生活しているわけでもなく、

人々の事情と考えは多様であるため、こ

うした対立的な論理展開には大きな弊害

がある。

□WIDからGADへ

学問的な研究が、生物学的に決定され

る性の一元論から二元論を経て、性（ジ

ェンダー）を構成する諸要素を複合的に

見る多元論へと発展していったのと並行

して、開発にフェミニズム思想を適用す

る一連の調査研究が発達した。

１９７０年代初めまで、女性に関する開発

政策は、高度成長モデルに基づく福祉ア

プローチが主流だった。これはもっぱら

女性の人口再生産における役割に注目し、

経済活動における生産者としての役割は

考慮しないものだった。が、７０年代の米

国のフェミニズム運動や初の国連女性の

１０年宣言、途上国の女性の生活調査への

関心の高まりに刺激され、考え方の大き

な転換が起きた。それが「開発の中の女

性（WID）」アプローチであり、８０年代

半ばまで女性と開発政策の主流となった。

この間、政策的な重点は平等から貧困対

策、効率とエンパワーメントへと推移し

ている。

８０年代の債務危機以来支配的となった

「WID効率性」アプローチは、生産者

としての女性の役割を考慮しなかったこ

とが資源の非効率的な利用を招いたとの

反省にたっている。効率性アプローチは、

WID以前の福祉アプローチを駆逐した

が、これが進められた動機としては、

WIDの中核的な課題である平等を開発

援助機関や政府に対して売りこむ必要が

あったことが指摘される。それによって

調査やプロジェクトが、女性のみに焦点

を当てることを正当化する狙いがあった。

このアプローチは、政策の重点が開発に

おける女性のニーズと関心から、開発が

女性に何を期待するかを考える方向に転

換するという効果をもたらした。ただし、

女性の生産的な役割に焦点を当てたもの

の、WID効率性アプローチは女性の福

祉的な利益や生産と再生産との関係を無

視する傾向があった。

WIDの女性を中心とするアプローチ

のもうひとつの効果として、男性とその

役割、男女の力関係もまた見落とされが

ちであった。女性の従属的立場の分析が

WIDアプローチの中心にあったものの、

その従属性が本質的に男女間の相互関係

に根差したものである点については、全

く追究されなかった。このような懸念が

次第に蓄積し、またWIDが制度化され

てしまうと人々の関心が低くなってきた

こととあいまって、戦略的思考の第２の

重要な転換が起きた。「ジェンダーと開

発（GAD）」の考え方は１９８０年代初頭か

ら半ばにかけて生まれ、ジェンダー意識

を開発政策の主流に同化させ、それによ

って効率性や資源の分配と平等を改善す

ることを目的としていた。

WIDが女性を分析・事業の対象とし

てとらえたのに対し、GADはジェンダ

ーの相互関係に注目した。同じ時期の構

造調整の中で、新古典派の分析手法を用

いてGADはジェンダー分析をプロジェ

クトレベルからマクロ経済政策立案レベ

ルにまで、効果的に変換することも試み

ている。

GADの分析枠組みの弱点は、概念化

された女性の利益が往々にして女性の自

立志向を前提とし、世帯内の複雑な婚姻

関係の協力的な側面を十分に考慮しなか

ったことである。また、世帯全員の利益

が一致するという従来の経済的な仮説も

当てはまらない。より中間的で均衡のと

れた枠組みが必要なことは長く明らかに

なっていたが、ようやく近年、頻繁に取

り上げられるようになってきた。

開発にジェンダーの概念を適用するた

めには、人間関係に注目し、人々の「社

会的なつながり」や「共同性」を十分に

考慮することが必要である。また、男性

のジェンダー・アイデンティティーと、

男性の役割への考察も不可欠であろう。

問われているのは開発におけるジェンダ

ーの概念を適用することの可能性と妥当

性であるが、この課題への取り組みはす

でに始められようとしている。

第２部では、このような取り組みを含

め、ジェンダー研究と開発政策における

幅広い思考を通じ、ジェンダーと平等の

分野における今日の論点を考察する。

（６） No.４９３ I L O ジ ャ ー ナ ル ２００１年８月号



第２８１回 ILO理事会新役員選出
６月２２日にジュネーブで開催された第２８１回 ILO 理事会では、

２００１～０２年の新役員が選出された。議長には、ブルキナファソ

のアラン・ルドビック・トゥ雇用・労働・社会保障相が選出さ

れた。トゥ大臣は、ブルキナファソの住宅・都市化大臣（１９９１

～９２年）、厚生大臣（１９９７～２０００年）も歴任している。

また、使用者側副議長としては、ダニエル・フネス・デ・リ

オハ・アルゼンチン産業連合社会政策局長が選出された。リオ

ハ局長は、１９９５～９８年に米州機構使用者側グループの議長を務

めている。労働者側副議長は、ウィリアム・ブレット英国労働

組合会議総評議員が再任された。

役員の任期は１年で、毎年、６月に改選される。

ILO 今後の会議
近い将来、次の会議の開催が予定されている。

!第１３回アジア地域会議（バンコク・８月２８～３１日）―アジア
地域（アラブ、オセアニア地域を含む）の３９加盟国から政労使

三者構成の代表団が出席し、地域における ILO の活動につい

て話し合う。地域会議は地域毎に毎年順番に開かれており、ア

ジアでの開催は、１９９７年以来４年ぶり。

!非鉄金属産業安全衛生専門家会議（ジュネーブ・８月２８日～
９月４日）―中国、フランス、日本、ノルウェー、ペルー、英

国、米国、ザンビアの８カ国及び労使各８名の専門家が出席し、

非鉄金属産業の安全衛生に関する実施基準の採択に向け、審議

を行う。

アジアにおけるディーセント・ワーク
第１３回アジア地域会議事務局長報告
第１３回アジア地域会議には、「アジアにおけるディーセント・

ワーク」と題する事務局長報告が提出される。報告は、ILO

の４戦略目標（国際労働基準及び労働における基本的原則・権

利、雇用、社会的保護、社会対話）毎に前回会合（１９９７年）以

降のアジア地域における ILO の活動を概説すると共に、今後

この地域でディーセント・ワーク（権利が保障され、十分な収

入を得、適切な社会的保護のある生産的な仕事）を確保する計

画の方向性を検討しており、討議のたたき台となる。報告書の

要旨は以下の通り。

９０年代後半に起こったアジア金融危機はグローバル化に伴う

政治、社会、経済面のリスクを露わにした。復興の過程で、特

に景気後退時の労働者の保護に関する議論が地域全体で活発化

し、社会と経済の両面を統合した政策、諸権利が守られる開発、

雇用、社会対話、社会的保護の必要性が認識され、政策面、制

度面、意識面で数々の変化がもたらされた。

南アジアやアラブの最貧国では依然貧困が大きな問題となっ

ている。地域の貧困人口は７億人を数えるが、この大半がイン

フォーマル経済で働いている。フォーマル経済の政策、慣行、

規則がほとんど通用しないインフォーマル経済の存在、貧困が

もたらす社会的排除の問題は、ディーセント・ワークの目標達

成における特別の課題となる。

アジア金融危機は南・東南アジアを中心に、貧困撲滅におい

て達成された成果を無に帰した。全体的な成長の鈍化は、失業

及び不完全就業の増加、労働市場形態の変化をもたらした。社

会的保護は全く存在しないか、限定的であるか、あるいは縮小

され、労働者とその家族に深刻な影響を与えている。韓国やタ

イのように、全国民の保護をめざした包括的な社会保障政策を

通じ、バランスの取れた社会開発と経済開発を図ることの重要

性を認識するようになった国もあるが、ほとんどの国で、社会

支出は国際的な基準からは低く、GDPの１０％にも達しない。

労働者の基本権に関する意識は高まってきたものの、結社の

自由がまだ認められていない国もあれば、強制労働が問題にな

っているミャンマーのような国もある。ネパールを含む幾つか

の国では、児童労働をなくすことをめざす計画が開始されたが、

南アジアを中心にこの問題は依然大きい。

アジアは多様性を特徴とする。従って、ディーセント・ワー

クの目標と計画は国の事情によって異なるものとなろう。アジ

アでディーセント・ワークの不足に取り組むには、各側面に個

別に取り組むのではなく、統合的なアプローチが求められる。

アジア金融危機によって、ディーセント・ワークの不足に対処

するには社会対話の強化が必要不可欠であることがはっきりし

た。しかし、労組組織率の低下、団体交渉よりも個別交渉を好

む風潮、従来型の労使交渉になじまない弾力的な雇用形態の発

生など、地域で社会対話を完全に実現するための道のりは長い。

中心的な課題は雇用創出であるが、これは安全かつ健全な労

働環境、社会的保護と経済保障、自分たちの労働と生活に影響

を与える決定における代表性と発言権、労働における権利の尊

重を伴うものでなくてはならない。これには政労使その他広範

囲にわたる関係者の共同作業が必要であるが、ILO はそのた

めの支援を提供する用意がある。

報告書の原文は ILO のウェブサイトでご覧ください（http:

//www.ilo.org/public/english/region/asro/bangkok/arm/

report.htm）。
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特集●解雇法制

提 言 整理解雇法について………………………ロルフ・ヴァンク

特集解題 解雇法制―特集のねらいと解説…………………編集委員会

論 文 解雇権濫用法理の法的正当性……………………土田 道夫

不完備契約理論と解雇規制法理…………………常木 淳

整理解雇法理の再検討……………………………藤原 稔弘

解雇法制と労働市場………………………中田（黒田） 祥子

紹 介 解雇をめぐる法的救済の実効性…………………山口 純子

書 評 寺田盛紀著『ドイツの職業教育・労働教育』…久本 憲夫

木下 順著『アメリカ技能養成と労資関係』…関口 定一

三柴丈典著『労働安全衛生法論序説』…………小畑 史子

佐藤博樹・石田 浩・池田謙一編
『社会調査の公開データ』 ……………………佐藤 厚

資 料 JIL労働文献目録…………………………日本労働研究機構

日本労働研究機構（〒１６３‐０９２６ 東京都新宿区西新宿２‐３‐１ 新宿モノリスビル）
"０３（５３２１）３０７４（出版課）
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ILO のインターンシップ制度

ILO は、学生の方々に、ILO の政策

と実際の活動を知ってもらうことを目的

に、１９９０年にインターンシップ制度を開

始し、最近では年間約１３０名の学部生及

び大学院生を受け入れている。

選考の上、インターンは、本人の関心

と ILO 側の必要に応じて最も適当と判

断される部局に配属され、通常１ヵ月以

上、週４０時間あるいは２０時間の勤務体制

で、研究、データ分析、報告書作成、法

律関連文書の起案等の仕事を行う。

応募資格は、雇用、経済学、労働法等

ILO が関心を有する分野を専攻する２０

歳以上３５歳未満の学部生あるいは大学院

生で英仏西語のいずれかに堪能な者。

締切は、毎年１～５月の希望者は前年

１０月１日、６～８月の希望者は３月１日、

９～１２月希望者は６月１日。

その他応募条件・宛先等詳細について

は、ILO 東京支局 （!：０３‐５４６７‐２７０１）
または ILO ウェブサイト（http://www.

ilo.org/public/english/bureau/pers/

vacancy/intern.htm）まで。なお、東

京支局でのインターン希望者は、直接支

局に応募のこと。
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Ｉ Ｌ Ｏ 東 京 支 局

〒１５０―０００１東京都渋谷区神宮前５―５３―７０国際連合大学本部ビル８階

TEL．０３―５４６７―２７０１ FAX．０３―５４６７―２７００
郵便振替００１４０―２―１９２２１番
三井住友銀行 神宮前支店 普通口座３１４９２０６

Ｉ Ｌ Ｏ の 出 版 物 好 評 発 売 中

Breaking through the glass ceiling: Women
in management
「ガラスの天井の突破：
管理職の女性」

高等教育を受け、世界の労働力の
４０％を占める今日の女性。しかし、女性
が管理職に占める割合は、受け入れ難
い程に低い。女性が労働市場に占め
る地位の変化を検証し、キャリアデベロ
プメント上の障害、機会改善のための
行動について提言する。

L. Wirth 著
２００１年刊１８６pp．２，５００円

人事ニュース

World Employment Report 2001

Life at work in the information economy
「世界雇用報告２００１：
情報経済社会におけ
る仕事と生活」

情報技術社会は、雇用をどのように変
え、機会を提供するのか。高生産性と
低コスト、高速通信によって新しいグロ
ーバル経済を形成するICTは、新しい
企業を生み、技能を要求し、ひいては
世界的な貧富の格差を押し広げてい
る。開発と貧困削減を命題とする途上
国は情報経済社会といかに向き合うの
か、その戦略を提示する。

２００１年刊３７１pp. 印刷版!CD‐ROM版 各４，５００円
セット価格６，０００円

Changing labour markets in Europe
「ヨーロッパにおける労
働市場の変化」

オーストリア、デンマーク、アイルランド、
オランダにおいて、４つの重要な政策
分野（マクロ経済、労働時間、機会均
等、労使関係）が労働市場の機能に
いかなる影響を及ぼし、雇用政策の成
功に貢献したかを分析する。

P. Auer 編
２００１年刊２５４pp. ３，５００円

Towards the goal of full employment
「完全雇用をめざして」

今日の世界的な雇用状況を地域別に
概観し、現行の政策が雇用に与える影
響をアジア、南米、OECD諸国、中央・
東ヨーロッパ諸国に分けて分析する。
社会的に受け入れることのできる経済
成長とは何か、完全雇用政策は正しい
方向に進んでいるのか ILOの視
点から検証する。

P. Richards 著
２００１年刊１４３pp．２，５００円
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